
街頭広報 場所 実施日時 実施機関 内容

1 奉仕活動及び広報活動 塩竈市尾島町付近
令和４年３月２日（水）
午前１０時～１１時まで

塩釜消防署
消防署周辺で火災予防を
呼び掛けながら、奉仕活動
（ゴミ拾い）を実施します。

2 駅前広報 多賀城駅
令和４年３月２日（水）
午前７時３０分～８時まで

多賀城消防署
消防車の拡声器を使用し
て、火災予防を呼び掛けま
す。

3 奉仕活動及び広報活動 塩竈市尾島町付近
令和４年３月６日（日）
午前１０時～１１時まで

塩釜消防署
消防署周辺で火災予防を
呼び掛けながら、奉仕活動
（ゴミ拾い）を実施します。

　

火災予防期間中の街頭広報

※各消防署では、新型コロナウイルス感染症拡大防止を図りながら、様々な火災予防運動を実施して参ります。

令和４年春の火災予防運動

塩釜地区消防事務組合消防本部

令和４年３月１日から３月７日まで

令和４年度塩釜地区統一防火標語

『 火を消そう あなたが離れる その時は 』

令和３年は令和２年よりも火災件数が大幅に増加し、建物火災

と車両火災が上位を占めています。

住宅火災対策については、火災の早期発見のために、住宅用

火災警報器を定期的に点検し、１０年を目安に交換することや、

ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用し、火災の

発生を防ぐ取組みに心がけましょう。

また、車両火災対策については、安全運転に心がけて定期的

な点検整備をお勧めします。



住 宅 防 火 情 報

火災は、ちょっとした気の緩みから発生することが多くあり

ます。火の取扱いには、十分な注意をはらい、４つの習慣と６

つの対策に取組みましょう！


